
目　　次

平成 30 年      月          日（水）

No.  14762　１部370円（税込み）
8 29

☆知財高裁開廷一覧…………………………… ⑻
☆中小企業における知財マネジメントの基本④
　中小企業における著作権の知財マネジメント ⑴

はじめに
　第４次産業革命が加速し、目まぐるしく変化する
実社会、工業社会において、少子高齢化（国内経済
規模の拡大が将来なかなか困難である）、知識社会
化（無形資産価値拡大の向上が行われる）、グロー
バル化（コスト競争では新興国に勝てない何倍もの

スピードで市場環境が移行→大量消費型のマスマー
ケットから成熟市場）の中で、中小企業が勝ち残っ
ていくためには、企業資源を強化する基礎である知
的財産（技術、デザイン、ブランド、著作活動等）
を継続的に創造、保護、活用を図ることが中小企業
の利益を図るうえで最も重要な課題であろう。
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中小企業における知財マネジメントの基本④
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１．知的財産権の中の企業資源としての著作
権と産業財産権の関係

　知的財産権（人間の知恵＝無体物を対象）は大き
く二つに分けることができる。一つは特許権（発明）、
実用新案権（考案）、意匠権（物品の形状・模様・
色彩等の意匠）、商標権（商品・サービスにつける
マーク）等の権利をいう産業財産権（産業的創作を
保護）、もう一つは文芸、学術、美術、音楽の範囲
で人間の思想、感情を創作的に表現した著作物に発
生する著作権（文化的創作の表現形式を保護）である。
　著作権と産業財産権は、両者とも知的財産権であ
る点で共通の特質を有するが後者が産業の発達を
目的としているのに対して、著作権は文化の向上維
持を目的としている。著作権は、著作物と著作者と
の関係がより密接であるとの考え方から著作行為に
よって直ちに権利が発生するが、産業財産権におい
ては国家の付与行為があって始めて権利が生ずる。
発明も精神的創作活動の所産である。
　しかし発明は自然法則を利用した技術的思想の創
作であって、客観的な思想である。コロンブスの卵
であり、明らかにされた真理はだれにとっても真理
である。発明に対する特権は、このように価値ある
客観的な思想をできるだけ早く公表せしめて万民の
福祉に役立てるために、最先者に独占的に実施する
権利を付与する制度であり、期間も20年を越えない
短期間のものである。これに対し著作権の対象であ
る著作物は、著作者の個性、審美的余剰その他精神
的公有物と区別されるものがなければならない。内
容と形式、さらに形式は内部形式と外部形式に分折
され、従来の内容について著作権は把握できないと
されていたが、探偵小説の筋ごとく内容にも個性が
示されているかぎりその内容について著作権が成立
するとの主張も現われるにいたった。
　コンピュータ・プログラムを著作権で保護するこ
とになり、特許発明と著作物はより関係が深くなっ
たように思われる。又ビジネス特許もこれに加わっ
ている。発明を保護する特許法と著作権法は、上述
の通り、おのずから対象や方法において差異がある
わけであるが、技術的思想がある具体的な応用例を
プログラムに表現できると、その具体的な表現に対
する保護により技術的思想が間接的に保護される結
果となる。容易な発明はどんどん模倣でき、先発の

特許発明の権利範囲内であることが認定されること
になるが、その発明を実施するコンピュータ・プロ
グラムが作成されれば、そのような形式において基
本的な技術的思想が保護され、それだけ技術的思想
の不正な利用を防ぐことができるようになる。
　特許法には発明の実施を強制する手段が法定され
ており、その手段はほとんど利用されていないとし
ても、この規定が不要な発明特許に対する抑止力と
なっている。これに対し著作権法にはかかる利用を
強制する手段は法定されていない。
　意匠法が保護する工業的意匠は、著作権法上の応
用美術著作物と対象を区別することが困難なので、
法律上いろいろ問題がある。国際的には著作権法で
応用美術著作物を広く保護しようとする傾向にある。
我が国の著作権法は、工芸美術品を保護すると規定
しているが、裁判所は（一審決定にすぎないが）量
産された人形を工芸美術品に含める解釈をとったの
で、意匠法と応用美術に関する著作権法との間の取
扱は論議を呼んでいる。
　近年、子供用椅子デザインの工業的意匠に「著作
権」を認めた知財高裁判決（平27年４月14日、ノル
ウエー社の子供用椅子事件）が話題となり、家具業
界や学界等に議論が白熱した。応用美術は、著作権
法上の用語ではなく、純粋美術に対する用語である。
応用美術とは、衣類・雑貨・家具等の実用品と結合
した産業上利用される美的創作物をいい、これを美
術の著作物として保護するか、意匠の保護となるか
は問題がある。両制度の違い、特に保護期間、保護
要件が異なるので、微妙で理論上も解決の困難な問
題である。
　応用美術の著作物はベルヌ条約が、美術の著作物
とは別に１つの著作物類型と見ているのに、その保
護を制限しているのは理由がない。コンピュータ・プ
ログラムでさえ、著作権法で保護している現在にお
いて、応用美術の著作権保護を差し控える何らの理
由もない。意匠法によって保護できない多数の種類
の応用美術著作物が存在し、我が国はその隠れた宝
庫であるこれを積極的に保護しない理由は見付から
ない。今後、これら応用美術品等を含めて、企業が
保有する企業資源における著作権を見出し、掘り起
こし、客観的に評価し、その経営手法を新しく確立
することが極めて企業経営上、重要なことで知的財


